
ひろぎん証券株式会社　　御中

貴社の証券総合取引口座の利用の解約を申し込みます。

◆お客様の現在の当社へのお届け状況をご記入ください。

〒 - お電話 （ ） - （ ） - （ ）

 ﾌﾘｶﾞﾅ

【変更後の内容】

）

（社内使用欄）

（ ）

【非課税管理勘定】□2021年　□2022年　□2023年
【累積投資勘定】　□2021年　□2022年　□2023年　□2024年　□2025年　□2026年　□2027年　□2028年
　　　　　　　　　□2029年　□2030年　□2031年　□2032年　□2033年　□2034年　□2035年　□2036年
　　　　　　　　　□2037年　□2038年　□2039年　□2040年　□2041年　□2042年
【特定累積投資勘定（特定非課税管理勘定）】□2024年　□2025年　□2026年　□2027年　□2028年

お申込日 年　　 　月　 　　日

（ －） － （

受付者 管理 内管者

□ 残高０の確認（出金した場合は出金受渡日翌営業日に確認）
　 本部一括振込入力日　　　　　　年　　　月　　　日

責任者

□ 通信専用区分　　　　　□ チャネル利用区分

振込先銀行コード

本申込み以降に本口座で発生した預り金、またはＭＲＦ残高については、私に連絡することなく速やかに届出済の私の銀行口座に振り
込むことを依頼します。

　年　　 　月　  　日

＜営業店チェック・入力項目＞

□ ＭＲＦ契約解除入力

支店名

 □ 普通　　□ 貯蓄 口座番号

廃止する特定口座およ
び非課税口座を開設し
ている営業所等

廃止する非課税口座に設けられ
ている非課税管理勘定の勘定設
定期間の区分

確認日

確認者

お申込人ご本人名義

なお、当該口座について特定口座を開設済みの場合、租税特別措置法第37条の11の３第１項又は第２項並びに第37条の11の6第1項の
規定の適用を受けることを取り止めますので租税特別措置法施行令第25条の10の７第1項の規定により、この旨届出ます。
また、租税特別措置法第9条の8および同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめたいので、同条第17項の
規定により、非課税口座を廃止する旨届け出ます。

生
年
月
日

ご氏名

  ﾌﾘｶﾞﾅ

扱者

ご住所

◆お客様の現在の状況が当社へのお届け内容と異なる場合、変更後のご住所またはご氏名をご記入ください。

年

口座番号

証券総合取引口座解約届出書

□大正  □昭和  □平成  □令和

お届出印

日

支店コード

兼　特定口座廃止届出書
兼　非課税口座廃止届出書

ご連絡先

部店

月

ご氏名
または

名 　称

ご住所
 〒

金銭の
振込先指定

金融機関名

口座区分 口座名義人

◆お預り金またはＭＲＦ残高を、当社お届けの振込先指定預金口座以外の口座へ振り込む場合はご記入ください。なお、ご住所、
　ご氏名(名称）を変更されている場合には、変更後のご本人様確認書類を併せてご提出いただきます。（ご氏名変更の場合は、
　変更の履歴が確認できる書類（戸籍抄本等））

所在地

□ 株式数比例配分方式選択の確認（　□ あり　　□ なし　） 確認方法 提示・郵送（原本・写）

■特定保管勘定
 廃止する勘

定

広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号

ネットセンター

□ 特定口座閉鎖（　□ あり　　□ なし　）　取消 → 非特定

○お申し込み後、所定の期間経過後に口座が抹消されます。
○口座が抹消されるまで、当社からご案内が送付される場合がございますのでご了承願います。
○再度当社で口座開設を希望される場合は、新たに口座開設手続きが必要となります。
○本書類により、当社その他サービスも解約されます。
○お預り金・ＭＲＦ以外のお預り残高がある場合は解約のお申込みをお受けできません。また、口座残高に不足金が
　ある場合もお受けできません。

□ 閉鎖完了メール

□ NISA口座閉鎖（　□ 一般　・　□ つみたて　・□ 未開設　）

□ 外国証券口座（Ｇ１）　□ 累積投資口座（ＦＲ）

支店名

本人確認記録（住所・氏名変更がある場合）

□ ＱＩ制度カテゴリ　　　□ 保護預り口座（ＨＯ）

帳票K-10-506 ネット　2021.5改正　保存期間：口座閉鎖後7年

インターネット取引口座用

2 1 2 5 0 1

入力日 □ なし

銀行

信金

信託

信組

営業所等の

受理日付印

 


